
第
1
種

※「一部」・・・・溶連菌感染症・マイコプラズマ様感染症・手足口病またはヘルパンギーナ・感染性胃腸炎

※「保護者の届」様式は、アマナ保育園ホームページにあります。

急性出血性結膜炎 ○

腸チフス ○

パラチフス ○

第
3
種

コレラ ○

細菌性赤痢 ○

腸管出血性大腸菌感染症 ○

その他感染症 ○（※一部のみ）

流行性角結膜炎 ○

第
2
種

髄膜炎菌性髄膜炎

結核

新型コロナウイルス感染症

水痘（水ぼうそう）

咽頭結膜熱（プール熱）

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

麻しん（はしか）

○

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く）

○

○

○

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、
ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジ
フテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイル
ス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る）、中東呼吸器症候
群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスで
あるものに限る。）特定鳥インフルエンザ（感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエ
ンザをいう。）

○

百日咳 ○

風しん

○

○

○

○

○

令和7年4月1日改訂

＜届け出が必要な感染症について＞

保護者の届医師の意見書

届け出について
病　　　名

　これまで学校保健安全法の第三種の「その他の感染症」に罹患した場合、登園所する場合には『医師の意見
書』を提出していただいていましたが、その他の感染症の一部（溶連菌感染症・マイコプラズマ様感染症・手
足口病またはヘルパンギーナ・感染性胃腸炎）のみ『医師の意見書』を廃止することとなりました。令和７年
４月からは『医師の意見書』の提出は不要とし、保護者様による届を園所へ提出していただきますようお願い
いたします。


